
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業 
 
１．目的 

■地方公共団体が作成した実施計画に基づく事業に要する費用に対し、国が交付金を交付すること 

により、新型コロナウイルスの感染拡大の防止及び感染拡大の影響を受けている地域経済や住民 

生活の支援を通じた地方創生を図る。 

 

２．対象事業 

■新型コロナウイルスの感染拡大の防止及び感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活の支 

 援を通じた地方創生に資する事業。 

■具体的には、緊急経済対策に掲げられた次の４つの柱のいずれかに該当する国庫補助事業等及び 

地方単独事業。 

Ⅰ 感染拡大防止と医療提供体制の整備及び治療薬の開発 Ⅱ 雇用の維持と事業の継続 

Ⅲ 次の段階としての官民を挙げた経済活動の回復    Ⅳ 強靭な経済構造の構築 

 

■イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■清須市は、上記の 4 つの柱の内Ⅱ及びⅢに該当する事業を実施することで、地域経済・住 

民生活の維持及び経済活動の回復を図る。 

 ３．清須市の実施する事業及び交付限度額          

 ■清須市交付限度額（令和２年６月１日時点）              166,864千円 

 

（実施事業） 

事業名 事業内容 事業費 

Ⅱ．雇用の維持と事業の継続（地域経済の維持） 

新型コロナウイルス感染

症対策協力金交付事業

（愛知県と共同で実施） 

中小企業・個人事業主に協力金を支払うことで、休

業要請への協力を支援する。 

 

 

165,000 千円 

（うち市負担分

90,000 千円） 

就労支援対策事業 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、採用内

定が取消しとなった方や雇用主側の都合で離職した

方を対象とし、市の会計年度任用職員を募集、採用

することで収入の確保支援を図る。 

13,573 千円 

休業協力者応援補助金

交付事業 

愛知県の休業要請に応じた事業者へ１事業者あたり

15 万円の補助金を交付する。（上記の「新型コロナ

ウイルス感染症対策協力金交付事業」の対象となる

ものは除く） 

12,000 千円 

デリバリー、テイクア

ウト支援事業 

休業要請や外出自粛への対応として、新たにデリバ

リーやテイクアウトを実施した飲食業者に対して、

初期費用の 1/2（上限１０万円）を補助する。 

 

10,000 千円 

Ⅱ．雇用の維持と事業の継続（住民生活の維持） 

出生特別給付金支給事

業  

国の特別定額給付金の拡充施策として、国の施策で

は対象とならない令和 2 年 4 月 28 日以降に出生し

たものにも 10 万円の給付を行う。 

 

57,000 千円 

家庭学習応援事業 

学校の休校に伴い、家庭学習に係る費用負担の軽減

を図るため、小・中・高校生（専門学校等を含む）に

対して１万円を支給する。 

 

77,600 千円 

Ⅲ．経済活動の回復（地域経済の回復） 

きよす生活応援券発行

事業 

未就学児（０歳～６歳）と６５歳以上の高齢者に対

し、市内で利用できる商品券１万円分を支給するこ

とにより、地域の消費喚起及び、子育て世帯・高齢者

に対する生活支援を行う。 

212,000 千円 

総 額 547,173 千円 

 

４．効果検証の方法 

  ■検証方法 

    清須市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議にて事業効果の検証を行い、ホームページ

等により公表を行う。 

 

緊急時対応段階 継続・回復段階 

Ⅰ．感染拡大の防止 

・医療提供体制等の充実支援 

・医療従事者の健康管理等支援 

Ⅱ．雇用の維持と事業の継続 

・雇用の充実・個別事業への支援 

・家庭学習支援・必要物資供給 

・医療従事者の健康管理等支援 

Ⅲ．経済活動の回復 

・地域商店前払いチケット販売支援 

・地元配送業者の人手不足支援 

Ⅳ．強靭な経済構造の構築 

・オンライン学習環境の整備等の支援 

・テレワーク等の活用支援 

資 料 ５ 


